
様式第二号の八 (第八条の四の五関係 )

(第 1面 )

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

産業廃棄物処理計画書

令和7年 6月 17日

-7,6123

大分県知事 佐藤 樹一郎  殿

伺藍詞舌番手孝092-588-3755

福岡県大野城市仲畑2-8-39

世紀東急工業爛福岡営業所

所長 塚本 和也

所

名

者出

住

氏

提

事 業 場 の 名 称 世紀東急工業株式会社 福岡営業所

福岡県大野城市仲畑2-8-39(大分県内の工事 )事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間 令和7年 4月 1日から令和8年 3月 31日

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

がれき類が990/0を占めており、ほとんどが再資源化され、再使用されてい

る。従つて、処理については下図の実線で示す流れになつている。

舗装工事業【D0631】①事 業 の 種 類

6.7億円②事 業 の 規 模

21名③従 業 員 数

に い て 、アスコン ら、コンクリート

中間処理施

の

④産業廃棄物の一連
の処理の工程

(日本工業 A列 4番 )



(第 2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 ( 令和 6年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙2のとおり

排   出  量 t t

①現状 (これまでに実施した取組)

道路舗装工事が主たる業務であることからがれき類 (コンクリートくずやアス

フアルトくず)の発生が主であり、設計書に基づく施工、1000/o再生利用という

会社の基本方針を堅持することで、発生の抑制は難しくとも、再生利用という

面で今後も問題ないと思われる。

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙2のとおり

排   出  量 t t

②計画 (今後実施する予定の取組)

主たる業務である道路舗装工事において発生するがれき類 (コンクリートくずや

アスフアルトくず)は継続して100%の再利用を目標とする。

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

がれき類 (コンクリートくずやアスファルトくず)。 分別解体等施工時において、

施工に先立ち、廃棄物処理計画 (取扱規則)を作成し、従業員、下請業者等

関係者に周知徹底させている。

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組 )

②計画 がれき類(コンクリートくずやアスファルトくず)。 上記を継続して取り組む。



(第 3面 )

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 ( 令和 6年度)実績】

産業廃棄物の種類 月1紙2のとおり

①現状
自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

(これまでに実施した取組)

特になし

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙2のとおり

②計画
自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

(今後実施する予定の取組 )

特になし

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 ( 令和 6年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙2のとおり

自ら熱回収を行つた
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

①現状
自ら中間処理により減量した

産 業 廃 棄 物 の 量
t t

(これまでに実施した取組)

特になし

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙2のとおり

自ら熱 回収 を行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

②計画
自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量
t t

(今後実施する予定の取組)

特になし



(第 4面 )

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 ( 令和 6年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙2のとおり

自 ら埋 立 処 分 又は

海洋投入処分を行った

産 業 廃 棄 物 の 量
t t

(これまでに実施した取組)

特になし

【目標】

産業廃棄物の種類

②計画
自 ら埋 立 処 分 又は

海洋投入処分を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

(今後実施する予定の取組)

特になし

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 ( 令和 6年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙2のとおり

全 処 理 委 託 量 t t

優良認定処理業者
への処理委託量

t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者
への処理委託量

t t

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者
へ の 処 理 委 託 量

t t

(これまでに実施した取組)

廃棄物の委託処理にあたつては、排出事業者 (元請業者)として責任者を明確

にし、責任者を筆頭に建設副産物の発生を抑制し、分別解体等や建設廃棄物

の再資源化等及び適正処理を推進するために次項目の②計画の取組欄記載

の4項目に取り組んだ。



(第 5面 )

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙2のとおり

全 処 理 委 託 量 t t

t t

t t

t t

t t
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(第6面 )

備考

1

2

3

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに1枚作成すること。

当該年度の6月 30日 までに提出すること。

「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績)、建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行つた場合における熱回収を行つた産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによつて減量した量について、前年度の実績、日標及び取組を記入すること。

「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、企処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第6条のH第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、日標及び取組を記入すること。

それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「丹U紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。

※欄は記入しないこと。
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【月1監氏1】

管理体制

建設副産物の処理および有効利用対策管理組織表

本

　

　

社
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店

統括責任者

支店長・事業部長又は
工事部長

支店・事業部環境対策委員会

境品質課長 'その他委員長の指名する者

局 :安全環境品質

安全環境品質課長

福
岡
営
業
所

責 任 者

営業所長 :塚本 和也

代理者 :飯星 広祐

※工事事務所を含む

協処

力 理

△ △
玄 ム

社 社



産業廃棄物処理計画書 (第 2面～第 5面)別紙 トン
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自ら埋立処分又は海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者

全処理委託量

再生利用

量

理委託量

量

自ら再生利用を行った産業廃棄物の量

自ら再生利用を行う産業廃棄物の量

自ら熱回収を行った産業廃棄物の量

自ら中間似 I早により減量した産業廃棄物の量

自ら熱回収を行う産業廃棄物の量

自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量

の

状

画

②計画

①現状

②計画

‐

①現状

②計画

①現状 【前年度 (令和6年度)実績】

②計画 【目標】

量


